


① 一般競争入札参加申込書（別紙２）

② 誓約書（別紙３）

17時

郵便入札とする。

※配達日時指定、配達証明、一般書留のすべてを郵便局で申し出ること。

入札書（別紙５）

「封筒作成例」参照（HPにて掲載。）

※開札日時・業務名・商号・電話番号・FAX番号・担当者名を記載すること。

←必ずこの日を指定下さい。

※配達指定日以外の日に届いた入札書は受理しないものとする。

〒900-8585

那覇市泉崎１丁目１番１号　　那覇市 都市みらい部 道路建設課

13 時 0 分

那覇市役所7階　701B会議室

　開札日時

５　入札、開札

　入札方法

　提出書類

　封筒

　配達指定日
令和7年8月1日（金）

　宛先

令和7年8月6日（水）

　開札場所

　回答期限及び方法
回答期限： 令和7年7月28日（月） 17時

回答方法： 那覇市道路建設課ホームページに掲載する。

  「質問書（別紙４）」をFAXで提出すること。（質問がない場合は不要）

　　●提出先： 道路建設課 新垣　亜里沙 FAX： 951-3238

　質問期間及び方法

質問期間： 令和7年7月16日（水） 9時 ～ 令和7年7月23日（水）

質問方法：

４　質問、回答

　（２）提出書類

　（３）審査結果 令和7年7月28日(月)までに文書にて通知する

　本競争の参加希望者は、制限付一般競争入札参加申込書（以下、「入札参加申込書」という。）に、次に掲げる書類
のうち必要な書類を期日までに持参又は郵送により提出すること。
　なお、提出期間に入札参加申込書（別紙２）を提出しない者は、本競争に参加することができない。

　（１）提出期間及び方
法

提出期間： 令和7年7月16日（水） 9時 ～

３　一般競争入札参加申込書の提出

令和7年7月23日（水） 17時(必着)

提出方法： 道路建設課まで持参又は郵送すること。（那覇市泉崎1丁目1番1号　本庁舎7階）

(6)

代表者又は役員、代理又は媒介をする者その他の関係者が次のいずれにも該当すること。
①暴力団(那覇市暴力団排除条例(平成24年那覇市条例1号。以下『暴排条例』という。)第2条第1号の暴力団
をいう。以下同じ。)の関係者又は暴力団員(暴排条例第2条第2号の暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
②暴力団又は暴力団員の統制下にないこと。
③暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

(7)
那覇市物品購入等入札参加資格審査及び指名選定要綱第６条に基づく「令和６・７年度物品購入等入札参加
資格者名簿」に第1希望業種がリース業として登録されている者であること。

(8) 「令和６・７年度物品購入等入札参加資格者名簿」に登録されている地区が市内、準市内であること



９　入札結果の公表

　　 担当者：　新垣　亜里沙

落札者があるときは、その者の落札者名及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立会った入札者に公表す
る。

１０　その他

８　落札者の決定方法

（１）　予定価格以内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

（２）　同額の入札を行った入札参加者が２者以上いる場合は、くじにより落札者を決定する。この場合、当該入札者はくじを

　　　引くことを辞退することはできない。くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員に

　　　くじを引かせる。

　提出された関係書類は返却しない。

　台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバスの運行が開始されなければ、開札等
は延期となる。延期後の日時は、那覇市道路建設課ホームページで掲載する。

１１　問い合わせ先

　この公告・入札･開札･契約・設計図書の内容に関すること

　　那覇市　都市みらい部　道路建設課　
TEL： 951-3221 FAX： 951-3238

（１０）　入札参加申込に届出した住所、商号若しくは代表者名又は届出印と異なる内容が記載又は押印された入札

（１１）　その他入札に関する条件に違反した入札

（３）　同一事項について、2通以上の入札書が提出された入札

（４）　虚偽の記載がされた入札

（５）　連合その他不正行為によってなされたと認められる入札

（６）　入札書の表記金額を訂正した入札、又は￥マークの記載がない入札

（７）　入札書に記名押印を欠いた入札

（８）　誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札

　契約保証金 那覇市契約規則第30条第12号に基づき、免除する。

７　入札の無効に関する事項　　※次の各項目のうち一つでも該当すれば入札は無効とする

（１）　入札に参加する資格のない者がした入札

（２）　入札書の配達日が指定日以外に届いた入札

（９）　鉛筆等容易に消去可能な筆記用具を使用した入札

６　入札保証金、契約保証金、支払条件に関する事項

　入札保証金
那覇市契約規則第8条第1項第2号の規定に基づき免除する。

(但し、落札者が契約を締結しないときは損害賠償金として入札金額の100分の5以上の額を那覇市に
納付しなければならない)


